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（目的）

 生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個

性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めること

を目指して行われる教育活動である（文部科学省）。このこ

とは、知的障がいのある生徒が学ぶ特別支援学校において

も同様である。

 昨今、特別支援教育の推進により、特別支援学校に在籍

する児童生徒は年々増加しており、平成 19 年度から現在

まで道内の特別支援学校高等部の在籍数は約 1000 人増加

している。北海道は特別支援学校高等部の新たな設置を行

うなどしながら、地域で特別支援学校高等部に進学できる

よう対応を進めてきた。このような流れの中で、高等部に

在籍する生徒の実態は、大きく変化しており、知的障がい

の程度が軽度の生徒の在籍も多くなってきており、これま

での行われた方法だけでは対応だけでは困難になってきて

いる。自閉症スペクトラム及び発達障がいの特性を有する

生徒も多いため、その理解も必要である。さらに、生徒を

取り巻く環境が大きく変わり、家庭での生活への配慮や

SNS によるトラブルへの対応の必要性も強くなってきて

いる。

 知的障がい特別支援学校に入学した生徒の中には、知的

障がいの状態が軽度であり、これまで障がいの診断を受け

ずにきた生徒も多い。障がい特性から起こる不適応行動の

中には、発達障がいの特性から起こっていると考えられる

ものもあり、社会のルールをそのまま言い聞かせても十分

に改善されないことが多く、同じ失敗を繰り返し自己肯定

感を低下させてしまうこともある。また本人が障がいにつ

いて理解できないまま入学してし、退学または不登校とな

ってしまうケースも少なくない。

 本研究は、特別支援学校高等部で取り組んでいる生徒指

導の在り方について、その方法と生徒の変容について経過

を報告するものである。知的障がい及び発達障がいの特性

に配慮しながら生徒指導を行う際の視点について提言した

いと考える。

（方法）

(1)学校について

対象校は北海道にある知的障がいを有する生徒が通う A
特別支援学校である。対象とした学部は高等部である。

(2)生徒心得について

高等部では校則となる｢枠組み｣の必要性から、生徒会が

意見を出し合いながら校則を「生徒心得」として整えてき

た。内容は以下の項目で構成される。

・通学について ・身だしなみについて

・携帯電話の使用について ・部活動について

・アルバイトについて ・人とのかかわりについて

・注意システムについて 等

また、生徒心得の内容については、生徒へのオリエンテ

ーションだけではなく、保護者に対しても説明を行った。

(3)日常的な個別面談での自己理解促進

当該校のカリキュラムには、「セルフマネジメント」とい

う指導の形態があり、その中では自己理解を促進させるた

めの教師との個別面談を設けている。そこでは、現在自分

が目標とすべきことについて、将来の展望を踏まえて考え

させる時間となっている。自己を律するためには、自己理

解を促進させることが必要と考え、取り入れた指導である。 
(4)生徒指導に関する会議

生徒指導上の問題が起こった際には、生徒指導主事、学

部主事、（対象生徒の）担任、その他関係する教員が生徒指

導会議を行う。その際、起こった問題についての共有だけ

ではなく、生徒の障がいの状態及び家庭での生活の状態、

問題に対する家庭でのとらえや協力の有無等などを共有し、

指導の方策を立てる。さらに指導の効果を上げるため、生

徒の障がい特性や理解の状況、問題が起こった背景、家庭

環境などにより指導の内容や方法についても、学部内で検

討し、指導を実施している。

Fig.1 生徒指導に関する会議 
（結果と考察）

27 年度と 28 年度の生徒指導における指導の件数につい

ては以下の通りである。

Table１ 2 年間の生徒指導件数 
27 年度 28 年度 

指導の対象となった事案 8 件 26 件 
「生徒心得」をもとに生徒指導を行った 28 年度は、前

年度よりも指導の対象となった件数が 3 倍ほど増加してい

る。このことは、教職員間が指導の対象となる行動につい

て「生徒心得」により共通になったことが背景にあると考

える。指導の件数は増えているが、教職員が同じ視点で指

導に当たることができたといえる。件数は増えているもの

の、指導に対して納得のいかない生徒、守ろうとしない生

徒に対し、教職員も保護者も「ここにはこう書かれている」

という冷静な対応が可能になったことは、生徒の安心感に

繋がったと考える。

生徒が自ら行動を変えようとするためには、問題を起こ

した要因を十分聞き取りから理解し、問題の解決の方法を

一緒に考える姿勢を見せていくことが必要である。｢生徒心

得｣という基準となるものは設定されながらも、その生徒の

障がいや育ちの背景、家庭の状況等について加味した生徒

指導が、社会的資質や行動力を高めることになると考える。 
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